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提言① 国による看多機の設置推進・整備
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■国は、看多機の設置推進に向けて、以下に取り組む必要がある。
 看多機の整備目標の考え方を整理している自治体の例等も参考に、自治体内において看多機の整備の
在り方を検討できるよう、本事業の成果を都道府県・市町村へ周知を図る

 看多機が医療機関を退院後の重要な受け皿となっていることを踏まえ、退院時に看多機を選択肢に含
む退院調整が可能となるよう、看多機の設置推進・周知を行うとともに、市町村間の事前同意に係る
様式の提示等の手続き簡略化の工夫により、円滑・迅速な区域外利用を実現する方策を検討する

●第9期介護保険事業計画（2026
年度）で看多機の「整備目標な
し」の市町村が約60%（看多
機のない市町村では約75%）

●看多機のある市町村のうち、
区域外利用可能な市町村は
約66%。区域外利用開始ま
での所要日数は平均23.5日
（中央値14.0日）

●看多機利用開始前の居場所
は「医療機関」が約55%
で最も多かった。

●看多機の事業所数は全国で
約1,100か所で、看多機の
ある市町村は約25%

22.5%

13.8%

36.4%

17.0%

10.2%

27.8%

59.7%

75.2%

35.1%

0% 50% 100%

全体(n=782)

看多機のない

市町村(n=480)

看多機のある

市町村(n=302）

増加 横ばい 減少 整備目標なし 無回答

22.2%

43.7%

25.2%

10.6%

1.0%

0% 20% 40% 60%

申請により可能

要件等を満たせ

ば可能

利用はできない

その他

無回答0.1% 0.6%

0.2% 0.6%

0.1% 0.6%



提言② 自治体・国による看多機の円滑な整備・事業者確保に対する支援
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■自治体（都道府県・市町村等）は、看多機の円滑な整備・事業者確保に向けて、ナースセンターや福祉人材
センター等の関係機関とも連携を図りながら、以下に取り組む必要がある。
 看多機の人材確保の困難を踏まえて、医療・介護分野の関係者に対して看多機の周知及び看多機の業
務を経験できる機会・仕組みを確保して、潜在看護師や他領域からの転職希望者等の就業につなげる

 事業者の採算性を考慮し、基金事業の拡充や独自事業等により、可能な限りの支援（補助金・土地取
得支援などの金銭的な支援、病院等との連携強化などの支援等）を行う

■併せて、国は報酬の見直し策等を検討する必要がある。

●赤字の看多機が38.6%（国の調査でも同程度）
●看多機普及に向けては、看多
機開設希望事業者確保が課題

74.9%

33.7%

16.8%

3.9%

4.9%

1.7%

0% 20% 40%60% 80%

看多機開設を希望

する事業者が…

看多機の利用者数

確保が見込めない

他のサービスで代

替できるから

その他

分からない

無回答

看多機開設希望事業
者がいないから

赤字, 

38.6%

黒字, 

61.4%

●人材（看護職・介護職）の確保が困難

●病院との地域連携会議に参加し、地域の困
りごと等を話し合っている

看
多
機

自
治
体

●看多機等への業務委託（例:地域
支援コーディネータ配置）や看多
機を含む介護保険事業者への独自
補助（例:家賃支援）を実施

●行政の会議（地域ケア会議で事例発表、介
護事業者の連絡会に参加等）の機会がある



75.0%
62.5%
61.5%

50.0%
15.0%

21.1%
38.5%

25.0%
37.5%
38.5%

50.0%
85.0%

78.9%
61.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

50％未満(n=14)
50％以上60％未満(n=8)

60％以上70％未満(n=13)
70％以上80％未満(n=14)
80％以上90％未満(n=20)

90％以上(n=19)
合計(n=78)

赤字 黒字

提言③ 自治体・国による看多機の利用者確保・経営安定化に向けた支援
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■自治体（都道府県・市町村等）は、看多機の安定的経営に向け、利用者を継続的に確保できるよう、以下に
取り組む必要がある。
看多機と、地域の主要な医療機関や訪問看護、介護支援専門員等との有機的な連携体制を構築する（病院
の退院調整会議に早期から看多機が関与し、円滑な退院支援を行う等）

看多機の利用者は医療ニーズを有する中重度の要介護者であり、一時的な入院や死亡等により利用者の変動が
生じやすいことを踏まえ、区域外利用の推進や地域課題に対応した事業の委託等、看多機の活用を検討する

■併せて、国は、看多機の安定的な経営に資するよう、以下の報酬の見直し策を検討する必要がある。
専門性の高い看護師がいても専門管理加算の算定がない事業所が多いことを踏まえ、加算を算定できない
理由を含む実態調査等に基づく加算の算定要件の見直し等

人工呼吸器管理や気管切開ケアを伴うなど、通いの時間中又は送迎中に手厚いケア・管理が必要な利用者
に対応する事業所を支援するための新たな加算等創設

●登録定員に占める登録者数の割合が
80%以上である事業者は約37%

●病院の退院支援部門の理解促進が必要

●看多機本体は赤字で、訪問看護や有料老人ホーム
等他事業の収益で補填

●登録者割合が低いと赤字割合が増える傾向

看
多
機

自
治
体

●専門性の高い看護師がいても約8割
の事業所で専門管理加算の算定なし

22.2%

3.1%

77.8%

96.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

いる（n=36)

いない（n=98）

算定あり 算定なし

●独自財政により看多機整備補助
（加算）や初期運営経費補助
（例:赤字分の補填）を実施

●行政の会議や病院との地域連携会議に参加（再掲）

8.4%

7.8%

12.3% 16.8% 19.6% 17.3% 17.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

50％未満 50％以上60％未満
60％以上70％未満 70％以上80％未満
80％以上90％未満 90％以上
無回答



提言④ 国による看多機の短期利用の課題解決・活用推進方策の検討
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■国は、看多機の短期利用（緊急ショートステイ）が、地域で重要な役割を果たしている現状を踏まえて、短
期利用に係る課題を解決し、活用を促進する方策として、短期利用に係る報酬を充実したり、宿泊定員の標
準基準自体を変更する等の対応を検討する必要がある。

●短期利用の受入れがある事業所が
約5割、無い事業所が約4割

●ケアマネの依頼に応じて、医療ニーズの高い方や認知症の
症状の重度の方等、急を要する、他に受け入れ先の無い方
を、時に夜間配置を増やして受け入れている

46.2% 39.0%

3.3%

11.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

受け入れている 受け入れていない
その他 無回答

●受け入れていない理由としては、不十分な体制又は環境（登録者のサービス
提供に支障）やベッド数の不足の問題（宿泊室に空床がない、利用可能な
期間を定めることが難しい）、報酬の問題（受け入れコストに見合う報酬
ではない）が一定あった

57.7%

32.4%

26.8%

18.3%

18.3%

14.1%

0% 20% 40% 60%

受け入れの依頼がないから

利用者の状態や利用者家族等の状況等による受

け入れの判断が難しいから

登録者のサービス提供に支障があるから

看護小規模多機能型居宅介護の宿泊室に空床が

ないから

あらかじめ利用可能な期間を定めることが難し

いから

受け入れコストに見合う報酬ではないから

看
多
機

※理由の上位６位までを掲載

●全国のデータでも概ね同様の傾向

44.8% 55.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

受入れあり 受入れなし



35.0%

16.7%

20.0%

10.0%

14.2%

20.0%

55.0%

69.2%

60.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

いる

いない

分からない

そう思う どちらともいえない そう思わない

40.0%

28.0%

40.0%

20.0%

16.1%

20.0%

40.0%

55.9%

40.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

いる

いない

分からない

そう思う どちらともいえない そう思わない

提言⑤ 国・自治体による看多機の定員数見直しに向けた対応の検討
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■国は、待機者がいる看多機が全体の11%・平均4.9人（中央値3.0人）であったことや、待機者がいる事業所の
40%が泊り定員の拡大又は撤廃が必要と回答したことを踏まえ、地域ニーズにより対応すべく、定員の拡大
又は撤廃が必要と考える背景（重度な利用者への対応、待機者の人数、併設施設の種類等）に関する更なる
実態把握（分析・ヒアリング等）を踏まえた対応が必要である。

■併せて、自治体（都道府県・市町村等）でも、地域特性や事業所の利用者の特性に応じた定員数を事業所と
連携し、検討することが必要である。

●待機者がいる看多機は
11.0%（いる場合の人数
は平均4.9人）

11.0% 73.6%

2.7%

12.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

いる いない
分からない 無回答

●待機者がいる場合、約40%の看多機が泊り定
員の「拡大又は撤廃」が必要と考えており、
待機者がいない場合の約28%を上回った。

●看多機の定員数は標準基準であり、自
治体ごとに条例で異なる内容を定め
ることが可能であるところ、以下の
ように定員を拡大している事例（1事
業所）があった（特例による）。



提言⑥ 自治体・国による看多機の区域外利用・広域利用の推進
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■看多機開設事業者の確保が困難な自治体が多い中、隣接自治体の住民が看多機を利用可能となるよう、自治
体（都道府県・市町村等）においては、隣接する自治体と相互に看多機の利用を可能とするための仕組みと
して、区域外利用の自治体間の事前同意等の推進が必要である。

■併せて国においては、以下について制度的な検討が必要である。
 看多機は医療サービスと関わりが深いことを踏まえた広域的な整備（居宅サービスにも位置付ける等）
 隣接自治体間での円滑な看多機利用に向けた事前同意の手続き円滑化（例:様式簡素化）

●区域外利用が可能な市町村は約7割。
区域外利用相談から利用開始まで
の日数は平均23.5日で、「30日以
上」の回答も約4割あった。

●看多機を地域密着型サービスに加えて、
居宅サービスにも位置付けることに、
看多機あり市町村の約26%、ない市町
村の約40%が推進すべきと回答した。

看
多
機

自
治
体

●区域外利用の申請から利用
まで1か月かかると、その
間に亡くなる場合もある

●地域密着ではなく生活密着
であることが必要

●利用希望があった場合、利用
者の自宅と事業所の距離等の
確認、決裁等に一定の時間を
要する

●第9期介護保険事業支援計画
に「市町村が行う地域密着
型サービスの広域利用の調
整に関する支援」（任意的
記載事項）を記載している
都道府県は25%。

22.2% 43.7% 25.2%

10.6% 1.0%
0% 20% 40% 60% 80% 100%

申請により可能 要件等を満たせば可能
利用はできない その他
無回答

25.0% 75.0%

0.0%
0% 20% 40% 60% 80% 100%

記載している 記載していない その他

32.3% 26.2%

1.5%

36.9%

3.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

10日未満 10日以上20日未満 20日以上30日未満
30日以上 無回答

26.2%

40.2%

63.6%

57.5%

9.9%

1.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

看多機あり(n=302)

看多機なし（n=480）

推進すべき どちらともいえない
推進すべきではない 無回答

0.3%

1.0%



提言⑦ 国による退院直後の看多機利用に係る制度見直し

■30日ルール（※）を意識して、退院後直接の看多機利用ではなく一度自宅を経由したり、又は直接看多機で
受け入れる代わりに泊り時の医療保険の訪問看護の請求をしないことを選択している事業者が一定数ある。

（※）「泊まり」利用前30日以内に自宅への訪問看護の実施がない場合、「泊まり」時の看護ケアについて医療保険の訪問看護療養費を算定できない

■国はこうした状況を踏まえて、今後、退院直後の利用者像・ニーズ、対応の状況をより具体的に把握したう
えで、利用者の状況等に応じて、自宅を経由せずとも、直接看多機に退院し、看多機を経て在宅復帰するこ
とを円滑に実施できるよう、制度の見直し等を図る必要がある。

●利用者の看多機利用開始前
の居場所は「医療機関」が
55.3%で最多

●利用開始前の居場所が医療機関の方を30日
ルールを意識して、いったん自宅に退院し、
訪問看護を提供したのは38.3%。

●看多機は退院直後の不安定な時期を
支えることのできるサービス

11.8% 55.3% 29.4%

3.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

38.3

10.6

51.1

74.5

10.6

14.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

あった なかった 無回答

71.8%
64.7%
64.7%

60.0%
23.5%
23.5%

14.1%
12.9%
11.8%
9.4%
9.4%
8.2%
8.2%
7.1%
5.9%
3.5%
3.5%
2.4%
2.4%
2.4%
1.2%
1.2%
1.2%

0% 20% 40% 60% 80%

身体の清潔保持の管理・援助
服薬指導・管理

家族等への指導・支援
排泄の援助
経管栄養

睡眠のためのケア
喀痰吸引
創傷処置
酸素療法

インスリン注射
褥瘡処置

簡易血糖測定

疼痛管理（麻薬なし）
静脈内注射（点滴含む）

ターミナルケア
がん薬物療法の管理

ストーマ（人工肛門・膀胱）の管理
中心静脈栄養（ポート管理含む）

その他のカテーテル管理
気管切開のケア
ネブライザー

人工呼吸器の管理
疼痛管理（麻薬使用）

8

●医療機関から直接看多機に入所したが、30
日ルールにより泊り時の医療保険の訪問看
護の請求ができなかった事業所は10.6%。



提言⑧ 国・自治体による看多機における共生型サービスの推進
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■医療ニーズの高い障害児（者）の通い・泊りに対応できる障害・福祉サービス事業所が限られるなか、共生型
サービス普及が期待される現状を踏まえ、国又は自治体（都道府県・市町村等）では既に取り組んでいる看多
機の事例の共有や共生型を担う人材育成の強化が必要なほか、国においては以下の取り組みも必要である。
 共生型の指定申請のハードルを下げるためにも、２つの制度（介護保険サービスと障害・福祉サービ
ス）間の指定や基準を可能な限り共通化する

 看多機事業所で、職員配置が居宅介護と同等の整備がされている事業所が多いことに着目し、制度の
見直し（訪問介護等を共生型サービスの対象にする）を検討する

●共生型の指定を受けている
看多機は3.8%。

●共生型の指定を受けていない理由は、職
員の人数・対応力の問題が最も大きく、
また手続の煩雑さも大きな要因。

●サービス提供責任者、訪問介護員がいる
事業所割合は、順に約57％、約71%。い
る場合の平均人数は順に5.5人、8.4人

自
治
体

●共生型サービス整備の誘導・推進
のため、共生型サービスの指定を
公募時の加点要件としている。

3.8%

84.1%

12.1%
0% 20% 40% 60% 80% 100%

受けている 受けていない 無回答

「あり」
の場合の
平均人数

割合「あり」
の件数

5.5人56.6%103
サービス提供
責任者

8.4人70.9%129訪問介護員

61.4%

37.3%

30.1%

27.5%

18.3%

3.9%

0% 20% 40% 60% 80%

職員に余裕がないため

障害児・者のケアに対…

障害児・者が過ごす場…

ニーズが少ないため

指定手続きが煩雑であ…

報酬が低いため
割合件数

7.4%79あり
3.2%34うち共生型
1.3%14基準該当
2.9%31通常の指定

50.0%537なし
42.6%458無回答

100.0%1,074計



93.2%
85.9%
80.5%

15.1%
13.2%

6.8%
1.5%
1.0%

0.0%
27.3%

1.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

福祉用具貸与・購入
訪問介護

訪問入浴介護
訪問看護

夜間対応型訪問介護
定期巡回・随時対応型訪問介護看護

通い・泊りのサービス
医療費の補助

家族へのレスパイト支援
その他
無回答

21.6%
4.6%

70.6%
1.5% 1.7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

市町村事業として実施している
市町村事業としては実施していないが、都道府県が実施している
実施していない
その他
無回答

提言⑨国における介護保険対象外の人々の療養に対する評価の実現に向けた検討

10

■現行制度上、は看多機を利用対象外となっている方について、約18%の事業所が利用ニーズを把握している。
かつ在宅療養支援事業として当該ニーズに一部対応している市町村が約22%ある（うち一部では通い・泊り
ニーズにも対応）。

■こうした現状を踏まえ、国においては、40歳未満の療養者や40歳以上で特定疾病に該当しない方の、在宅で
の療養を支援するため、先進的に取り組んでいる自治体の情報収集等を踏まえて、居住自治体によらず普遍
的に必要なサービスを受けられるよう、制度的対応を図る必要がある。

●制度対象外の方の看多機利
用ニーズ

●市町村事業で40歳未満のがんターミナルの方の在宅療養支援事業を実施しているのは
約22%。うち通い・泊りサービスを実施しているとの回答も1.5%（3市町村）あった。

看
多
機

●併設訪問看利用の若年者にニーズが有
り、今後は自費利用も視野に受け入れ
を検討。医療保険の訪問看護の報酬や
自治体からの補助金があれば対応可能。

18.1% 48.9% 20.9%

12.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

いる いない 分からない 無回答



提言⑩ 国・自治体等による看多機利用効果の周知を通じた設置拡大

11

■国及び自治体（都道府県・市町村）等は、看多機利用により在宅療養・介護が継続できたり、家族が就業を
継続できたりする等の様々な効果（利用者・家族等の課題解決の効果）を、自治体・医療機関・介護支援専
門員・国民・マスコミ等に周知し、国民の関心を高めつつ、看多機の設置拡大につなげていく必要がある。

72.9%

67.1%

62.4%

57.6%

44.7%

41.2%

41.2%

36.5%

17.6%

0% 20% 40% 60% 80%

在宅療養・介護の継続
ＡＤＬ

再入院の発生のリスク
誤嚥性肺炎の発生リスク

排泄の自立
薬の種類・量の軽減

経口摂取
苦痛・疼痛の軽減・緩和

（既に生じている）褥瘡の改善・治癒

74.1%

60.0%

58.8%

57.6%

32.9%

0% 20% 40% 60% 80%

家族等の精神的負担

家族等の身体的負担

在宅療養・ACPに係る希望の調整

家族等の介護技術

家族等の睡眠時間

本
人
の
課
題

家
族
等
の
課
題

96.8%

88.2%

78.0%

85.7%

82.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

93.5%

64.9%

56.6%

87.8%

47.4%

74.3%

68.6%

87.1%

86.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%



提言⑩（つづき）

12

●利用者家族の約62％は看多機利用中に仕事を持ってい
た（常に持っていた又は持っている時期があった）。

54.5%

7.7%

37.0%

0.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

常に持っていた
持っている時期があった
持っていなかった
無回答

●家族等の評価は高く、様々な項目で効果を感じていた。

87.0% 11.4%

1.6%
0.0%
0.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

そう思う
まあそう思う
どちらともいえない
あまりそう思わない
そう思わない

●看多機利用中に仕事を持っていた家族等の約98%は介護
をしながら仕事を続けるうえで看多機が有効と回答。

84.8%

82.8%

82.8%

80.1%

79.1%

77.4%

74.1%

72.4%

61.6%

59.3%

52.9%

49.5%

47.8%

20.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１つの事業者でサービス提供が完結するの…

利用者本人の状態の変化に早期に気付き対…

家族の都合に対応して柔軟に対応してくれる

介護についての身体の負担軽減につながる

顔なじみの職員が対応してくれるので安心

介護についての不安軽減につながる

病気や医療処置に十分対応してくれる

本人の状況に応じ柔軟かつタイムリーに対…

看多機がなければ、在宅ではなく病院・施…

家族等（介護者）の睡眠時間確保につながる

サービス利用回数等に関わらず利用者負担…

退院・退所直後から利用できるので、家で…

本人の希望に沿った介護を実現できる

地域住民が参加できるイベント等も行わ…


